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⑴　この預金は、預金者（または同居の親族）の租税納付にあてる場合に限り払戻しができ
ます。ただし、災害その他の事由で、当行がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の
目的でも払戻しができます。

⑵　この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名）により記
名押印（または署名）してこの通帳とともに当店に提出してください。

⑶　租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納
付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続きをします。

ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振出小切手を渡しま
すので、それにより納付してください。

⑷　この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてく
ださい。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そ
のいずれかを支払うかは当行の任意とします。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”規定
1．（<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”）

⑴　「<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”」（以下、「スマートｅ口座」といいます。）は、
通帳の発行を行わない預金口座です。

⑴　「<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”」（以下、「スマートｅ口座」といいます。）は、
通帳の発行を行わない預金口座です。

⑵　スマートｅ口座を新規で開設いただく場合は、必ずキャッシュカードを発行させていた
だきます。なお、第４条の有通帳口座からスマートｅ口座への切替え後は、既に発行して
いるキャッシュカードをご利用いただきます。

⑶　スマートｅ口座にて利用できるサービス内容、前提となる利用条件は当行ホームページ
等に掲示しますので、内容をご確認ください。

⑴　スマートｅ口座の取引明細（総合口座定期預金はお預り明細）（以下は、「取引明細」
という）は、ひろぎんアプリ、または<ひろぎん>ダイレクトバンキングサービス等（以
下、「ひろぎんアプリ等」という）による電子的方法によりご確認いただけます。

⑵　ひろぎんアプリ等で提供する取引明細の照会期間は、当行所定の期間とします。
4．（有通帳口座からスマートｅ口座への切替え）

⑴　当行所定の方法により、既存の有通帳口座をスマートｅ口座へ切替えすることができま
す。スマートｅ口座への切替えについて、前提となる利用条件は当行ホームページ等に掲
示しますので、内容をご確認ください。

⑵　有通帳口座をスマートｅ口座へ切替えした場合、通帳はスマートｅ口座に変更した時点
でご使用いただけなくなります。

5．（スマートｅ口座から有通帳口座への切替え）
⑴　当行所定の方法により、スマートｅ口座から有通帳口座へ切替えすることができます。
⑵　スマートｅ口座を有通帳口座に切替えの際、スマートｅ口座の取引明細は通帳へ記帳い

たしません。
6．（預金の受入れ）

スマートｅ口座に現金、手形、小切手等を店頭で受入れるときは、この預金口座のキャッ
シュカードを提出し、当行所定の書類に記入、または当行所定の端末に入力してください。

キャッシュカードの提出がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
7．（預金の払戻し）

⑴　スマートｅ口座を店頭で払戻しするときは、この預金口座のキャッシュカードを提出
し、当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗証）により記名押印（または署
名・暗証記入）、または当行所定の端末に届出の暗証番号を入力してください。

⑵　前項の手続きに加え、この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認
するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、
当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。

8．（預金の解約）
　　スマートｅ口座を解約するときは、この預金口座のキャッシュカードを持参のうえ、当店

に申出てください。
9．（免責事項）

⑴　この取引において払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事
故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

⑵　この取引において、当行が、当行所定の端末に入力されたキャッシュカードの暗証番号
と届出の暗証番号との一致を確認した場合、キャッシュカードまたは暗証番号につき事故
があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10．（規定の変更）
⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認

められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
11．（規定の適用）

この規定に定めのない事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、ひろ
ぎん貯蓄預金規定、振込規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんＩＣキャッシュカード特約、
ひろぎんデビットカード取引規定、Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス取引規定、
Pay-easy（ペイジー）料金等払込サービスATM取引規定、定期預金・共通規定、期日指定

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。

⑵　スマートｅ口座を新規で開設いただく場合は、必ずキャッシュカードを発行させていた
だきます。なお、第４条の有通帳口座からスマートｅ口座への切替え後は、既に発行して
いるキャッシュカードをご利用いただきます。

⑶　スマートｅ口座にて利用できるサービス内容、前提となる利用条件は当行ホームページ
等に掲示しますので、内容をご確認ください。

2．（取扱店の範囲）
⑴　スマートｅ口座は、原則、現金自動預入支払機のご利用、または<ひろぎん>ダイレクト

バンキングサービスのご利用によりお取引いただきます。
⑵　当行の店舗をご利用の場合、スマートｅ口座は、口座開設店のほか当行本支店いずれの

店舗（ネット支店を除きます）でもお取扱いいたします。
3．（取引明細の確認）

⑴　スマートｅ口座の取引明細（総合口座定期預金はお預り明細）（以下は、「取引明細」
という）は、ひろぎんアプリ、または<ひろぎん>ダイレクトバンキングサービス等（以
下、「ひろぎんアプリ等」という）による電子的方法によりご確認いただけます。

⑵　ひろぎんアプリ等で提供する取引明細の照会期間は、当行所定の期間とします。
4．（有通帳口座からスマートｅ口座への切替え）

⑴　当行所定の方法により、既存の有通帳口座をスマートｅ口座へ切替えすることができま
す。スマートｅ口座への切替えについて、前提となる利用条件は当行ホームページ等に掲
示しますので、内容をご確認ください。

⑵　有通帳口座をスマートｅ口座へ切替えした場合、通帳はスマートｅ口座に変更した時点
でご使用いただけなくなります。

5．（スマートｅ口座から有通帳口座への切替え）
⑴　当行所定の方法により、スマートｅ口座から有通帳口座へ切替えすることができます。
⑵　スマートｅ口座を有通帳口座に切替えの際、スマートｅ口座の取引明細は通帳へ記帳い

たしません。
6．（預金の受入れ）

スマートｅ口座に現金、手形、小切手等を店頭で受入れるときは、この預金口座のキャッ
シュカードを提出し、当行所定の書類に記入、または当行所定の端末に入力してください。

キャッシュカードの提出がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
7．（預金の払戻し）

⑴　スマートｅ口座を店頭で払戻しするときは、この預金口座のキャッシュカードを提出
し、当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗証）により記名押印（または署
名・暗証記入）、または当行所定の端末に届出の暗証番号を入力してください。

⑵　前項の手続きに加え、この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認
するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、
当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。

8．（預金の解約）
　　スマートｅ口座を解約するときは、この預金口座のキャッシュカードを持参のうえ、当店

に申出てください。
9．（免責事項）

⑴　この取引において払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事
故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

⑵　この取引において、当行が、当行所定の端末に入力されたキャッシュカードの暗証番号
と届出の暗証番号との一致を確認した場合、キャッシュカードまたは暗証番号につき事故
があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10．（規定の変更）
⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認

められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。

⑴　「<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”」（以下、「スマートｅ口座」といいます。）は、
通帳の発行を行わない預金口座です。

⑵　スマートｅ口座を新規で開設いただく場合は、必ずキャッシュカードを発行させていた
だきます。なお、第４条の有通帳口座からスマートｅ口座への切替え後は、既に発行して
いるキャッシュカードをご利用いただきます。

⑶　スマートｅ口座にて利用できるサービス内容、前提となる利用条件は当行ホームページ
等に掲示しますので、内容をご確認ください。

スマートｅ口座に現金、手形、小切手等を店頭で受入れるときは、この預金口座のキャッ
シュカードを提出し、当行所定の書類に記入、または当行所定の端末に入力してください。

キャッシュカードの提出がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
7．（預金の払戻し）

⑴　スマートｅ口座を店頭で払戻しするときは、この預金口座のキャッシュカードを提出
し、当行所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗証）により記名押印（または署
名・暗証記入）、または当行所定の端末に届出の暗証番号を入力してください。

⑵　前項の手続きに加え、この払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認
するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、
当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで払戻しを行いません。

8．（預金の解約）
　　スマートｅ口座を解約するときは、この預金口座のキャッシュカードを持参のうえ、当店

に申出てください。
9．（免責事項）

⑴　この取引において払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事
故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

⑵　この取引において、当行が、当行所定の端末に入力されたキャッシュカードの暗証番号
と届出の暗証番号との一致を確認した場合、キャッシュカードまたは暗証番号につき事故
があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

10．（規定の変更）
⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認

められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
11．（規定の適用）

この規定に定めのない事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、ひろ
ぎん貯蓄預金規定、振込規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんＩＣキャッシュカード特約、
ひろぎんデビットカード取引規定、Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス取引規定、
Pay-easy（ペイジー）料金等払込サービスATM取引規定、定期預金・共通規定、期日指定

定期預金規定（自動解約入金方式）、自動継続期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金
規定（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預金規定、自由金利型定期預金（Ｍ
型）規定単利型（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定単利型、
自由金利型定期預金（Ｍ型）規定複利型（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預
金（Ｍ型）規定複利型、自動積立定期預金規定、マイバースデイ定期預金規定、年金定期預
金ナイスライフ規定、自動継続年金定期預金ナイスライフ規定、変動金利定期預金規定単利
型（自動解約入金方式）、自動継続変動金利定期預金規定単利型、変動金利定期預金規定複
利型（自動解約入金方式）、自動継続変動金利定期預金規定複利型、悠悠定期・預金規定
（自由金利型定期預金自動解約入金方式）、悠悠定期・預金規定（自動継続自由金利型定期
預金）、特別金利優遇定期預金規定、退職金専用定期預金規定、年金式定期預金（マイライ
フアップ）規定、自由満期定期預金規定、<ひろぎん>ダイレクトバンキングサービスご利用
規定、盗難された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱
に関する特約により取扱います。

以　上

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。
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⑴　「<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”」（以下、「スマートｅ口座」といいます。）は、
通帳の発行を行わない預金口座です。

⑵　スマートｅ口座を新規で開設いただく場合は、必ずキャッシュカードを発行させていた
だきます。なお、第４条の有通帳口座からスマートｅ口座への切替え後は、既に発行して
いるキャッシュカードをご利用いただきます。

⑶　スマートｅ口座にて利用できるサービス内容、前提となる利用条件は当行ホームページ
等に掲示しますので、内容をご確認ください。

この規定に定めのない事項については、ひろぎん総合口座取引規定、普通預金規定、ひろ
ぎん貯蓄預金規定、振込規定、ひろぎんカード規定、ひろぎんＩＣキャッシュカード特約、
ひろぎんデビットカード取引規定、Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス取引規定、
Pay-easy（ペイジー）料金等払込サービスATM取引規定、定期預金・共通規定、期日指定

定期預金規定（自動解約入金方式）、自動継続期日指定定期預金規定、自由金利型定期預金
規定（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預金規定、自由金利型定期預金（Ｍ
型）規定単利型（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定単利型、
自由金利型定期預金（Ｍ型）規定複利型（自動解約入金方式）、自動継続自由金利型定期預
金（Ｍ型）規定複利型、自動積立定期預金規定、マイバースデイ定期預金規定、年金定期預
金ナイスライフ規定、自動継続年金定期預金ナイスライフ規定、変動金利定期預金規定単利
型（自動解約入金方式）、自動継続変動金利定期預金規定単利型、変動金利定期預金規定複
利型（自動解約入金方式）、自動継続変動金利定期預金規定複利型、悠悠定期・預金規定
（自由金利型定期預金自動解約入金方式）、悠悠定期・預金規定（自動継続自由金利型定期
預金）、特別金利優遇定期預金規定、退職金専用定期預金規定、年金式定期預金（マイライ
フアップ）規定、自由満期定期預金規定、<ひろぎん>ダイレクトバンキングサービスご利用
規定、盗難された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱
に関する特約により取扱います。

以　上
ひろぎんカード規定

1．（カードの利用）
⑴　普通預金（ひろぎん総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。）について発

行したひろぎんキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したひろぎん貯蓄預金カー
ド（以下これらを「カード」といいます。）は、それぞれ当該預金口座について、次の場
合に利用することができます。
①　当行の現金自動預金機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といい

ます。）を使用して普通預金または貯蓄預金（以下これらを「預金」といいます。）に
預入れをする場合

②　当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携し
た金融機関等（以下「提携先」といいます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼
用機を含みます。以下「支払機」といいます。）を使用して預金の払戻しをする場合

③　当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による振込業務を提携した金融機
関等（以下「振込提携先」といいます。）の自動振込機（振込を行うことができる現金

自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。）を使用して振込資金を
預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合

④　その他当行所定の取引をする場合
⑵　カードは、預金、定期預金等当行所定の商品について、当行が定めた取引を行う際の本

人確認を行う場合に本人確認手段として利用することができます。
2．（預金機による預金の預入）

⑴　預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従っ
て、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。

⑵　預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣・硬貨に限ります。
また、１回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。

3．（支払機による預金の払戻し）
⑴　支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従っ

て、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場
合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

⑵　支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、１
回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。

　　なお、１日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
⑶　支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自

動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しは
できません。

⑷　カード（法人カードを除く）を発行している預金者の申出により、カードに代わり通帳
を支払機に挿入して第1項の取扱をすることができます。この場合、払戻請求書の提出は
必要ありません。ただし、当行の支払機のみご利用いただけます。提携先の支払機はご利
用いただけません。

⑸　前項の取扱をする場合についても、第2項および第3項を適用します。
4．（振込機での預金口座からの振替えによる振込の依頼）

⑴　振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場
合には、振込機の画面表示等操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証そ

の他の所定の事項を正碓に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、
通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

⑵　当行および振込提携先の振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻
し、振込の依頼をする場合には、振込機による１回あたりの振替えは、当行または提携先
所定の金額の範囲内とします。

　　なお、１日あたりの振替えは、当行所定の金額の範囲内とします。
⑶　振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場

合に、振込金額、振込手数料および第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額
が振替えにより払戻すことのできる金額をこえるときは、その振替えによる払戻しおよび
振込の依頼はできません。

⑷　カード（法人カードを除く）を発行している預金者の申出により、カードに代わり通帳
を振込機に挿入して第1項の取扱をすることができます。この場合、払戻請求書の提出は
必要ありません。ただし、当行の支払機のみご利用いただけます。提携先の振込機はご利
用いただけません。

⑸　前項の取扱をする場合についても、第2項および第3項を適用します。

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。


